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はじめに

静岡県教育委員会では、このたび、新たな「静岡県教職員研修指針」を策定いたしま

した。教育基本法の改正や学習指導要領の改訂等の国の動きと、学校評価の実施や教職

員人事評価制度の導入、静岡県教育振興基本計画「『有徳の人』づくりアクションプラ

ン」の策定等の県の動きに対応したものです。

「『有徳の人』づくりアクションプラン」では、豊かな人間性や社会性等を身に付け

た「頼もしい教職員」の育成が求められており、その実現に向けて、今まで積み重ねて

きた教育の成果を生かし、改めて全ての教職員が使命を自覚し、目標を持って自己研鑽
さん

に励むことが重要です。

そこで、教職員には、職務の遂行に必要な知識・技能や指導力の向上のため、自らの

教育課題達成に取り組んだ成果を日常の教育活動で実践し、よりよいものにしていくこ

とに努めつつ、学校教育目標達成のため、教科や分掌の違いを越えて、全校体制で課題

を共有し、校内研修を充実させることが求められています。

また、様々な社会状況の変化を踏まえ、教職員のライフステージを見直し、それぞれ

のライフステージに応じた経験段階別研修の連続性と系統性の視点から、改善と充実を

図ることが必要です。

本指針は、このような新たな要請に応える研修体制の整備を推進するものです。本県

の教職員にあっては、これからの「有徳の人」づくりを担う者として、初めて教職員に

なったときの志と、子どもや同僚との関わりの中で得られる達成感や自己有用感を大切

にするとともに、子どもと保護者の期待に応えることができる「頼もしい教職員」とし

て、資質の向上に絶えず努めることを切に期待します。

なお、本指針は、平成 32 年度までの 10 年間を見通しつつ、「有徳の人」づくりアク

ションプランに連動して、弾力的に見直すこととしております。

市町教育委員会や教育関係団体等におかれましても、本指針を御覧いただき、県教育

委員会との一層の連携を進めていただきますようお願い申し上げます。

平成 23 年３月

静岡県教育委員会

教育長 安倍 徹

- 52 -



23

第３章 教職員研修推進の方策

１ 教職員に求められる力を育成するための研修改善

(1) 長期的目標に立つ研修と短期的目標に立つ研修

ア 長期的目標に立つ研修

・教職員は、自らの理想とする姿を長期的目標として立て、個々のライフステー

ジを見通し、自発的・主体的な研修を構想する。また、校長等の指導・助言に

基づき、各経験段階別研修を核として、計画的・体系的に、資質・能力の向上

に努める。

・校長は、教職員が組織の一員として、現在または将来的に学校運営を支える担

い手となるように、教職員の研修への取組を把握し、指導助言をする。

・研修主管課は、教職員の経験段階別研修を、より効果的に行うために、初任者

研修、５年経験者研修及び 10 年経験者研修をつなぐ研修の充実を図る。また、

10 年経験者研修実施以降の経験段階に応じた研修を新たに必要とするが、その

内容や方法については、教職員の資質・能力の向上に関する方策の見直し等、

今後の国の動向に留意しながら進める。

イ 短期的目標に立つ研修

・教職員は、実践的な力を身に付けることを短期的目標として立て、教職員人事

評価制度における自己目標の達成状況や職務遂行の状況等を把握し、各種研修

等に参加するなどして、自己の資質・能力の向上に努める。

・校長は、教職員の自己目標の達成状況や職務遂行の状況等を把握し、各種研修

の活用を手だてとし、教職員の資質・能力の向上と学校全体の教育力の向上を

目指す。

・研修主管課は、学校や教職員のニーズ、今日的課題等に対応した研修を計画・

実施することに努める。

(2) 自己研修と校内研修の改善・充実

教職員の自己研修と組織的な校内研修の改善・充実を図るとともに、それぞれを

結び付け、計画的に展開させることで、学校教育力の向上につなげる。

ア 自己研修

・教職員は、自己の教育課題や各経験段階別研修の振り返りから、その後の自己

研修計画を構想する。

・校長は、個々の教職員の資質・能力の向上や学校組織の活性化のために、業務

に支障が出ないよう配慮しながら、教職員の研修への参加を計画的に進める。

・研修主管課は、学校や教職員を今まで以上に支援するために、主体的に参加で

きる希望研修の内容及び実施方法の改善・充実を図る。
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イ 校内研修

・教職員は、校内研修を活用して、自己研修の充実につなげる。

・校長は、自校の教育課題に基づき、ＯＪＴの推進を図るとともに校内研修を計

画的に実施し、総合教育センターの学校等支援研修や「教職員研修において講

義等が可能な大学教員の一覧」等を活用し、校内研修を改善・充実させる。

・研修主管課は、校内研修の活性化を支援するために、研修の推進役を養成する

研修や要請訪問（授業支援訪問等）、学校等支援研修の改善・充実を図る。ま

た、優れた学習指導案や教材だけでなく、総合教育センター等で作成した資料

や効果的な校内研修等を展開している学校の事例等についても、データベース

化等を行い積極的に情報提供する。

(3) 県主催の校外研修等の改善・充実

県教育委員会は、「基本研修」「専門研修」「特別研修」の改善・充実に努め、学校

や教職員個々の長期的目標及び短期的目標に立つ研修の双方が効果的に機能する計

画を策定し、「自己研修」「校内研修」がより質の高い効果的な研修となるよう、学

校や教職員を支援する。

さらに、経験豊かな教職員の専門的知識や優れた指導技術等を引き継ぎながら、

各学校等で教職員の資質・能力を高めることができる仕組みの構築に向けた研究を

進める。

ア 基本研修の改善・充実

(ｱ) 経験段階別研修

経験段階別研修は、教職員の経験段階に応じて、職務を遂行する上で必要な

基礎的素養や知識・技術等の習得を図る研修である。

【若手育成の研修】

・採用から 10 年間を若手の育成期間として捉え、「初任者に対する研修」「５

年経験者に対する研修」は「若手育成の研修」として位置付ける。また、

「初任者に対する研修」と「５年経験者に対する研修」の間をつなぐ研修、

「５年経験者に対する研修」と「10 年経験者に対する研修」の間をつなぐ研

修を、対象者の実状に応じて計画する。（教職員）

【初任者に対する研修】

・初任者研修及び他の資質・能力の向上に係る研修の連続性を重視し、研修内

容等の系統性を確立していくことで、初任者研修の日数等の更なる負担軽減

を目指すとともに、複数年で展開するなどの改善に向けて検討を進める。

（教員）

・教職大学院のカリキュラムと初任者研修との重複について考慮し、教職大学

院を修了した初任者の研修内容について検討を進める。（教員）

・職務遂行に必要な基礎的知識や技能の定着を目指し、研修内容の検討を進め

る。（事務職員、学校栄養職員等）
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【５年経験者に対する研修】

・総合教育センター指導主事による「授業支援訪問プログラム」を組み入れた

５年経験者研修については、実施状況や成果を検証し、持続的な授業改善が

図られるよう研修を推進する。（教員）

・職務遂行のために必要な専門的知識や技能の定着を目指し、研修内容の検討

を進める。（事務職員、学校栄養職員等）

【10 年経験者に対する研修】

・10 年経験者研修の校外研修については、教員免許制度の見直し等、国の施策

の動向を踏まえ、必要に応じて基本研修及び選択研修等の見直しを図る。

（教員）

・中堅職員として、主体性を発揮し職務遂行に当たることを目指し、研修内容

の検討を進める。（事務職員、学校栄養職員等）

【経験豊かな教職員に対する研修】

・発展期以降の教職員が更に専門性を高め、若手教職員への指導力を向上させ

るとともに、退職までの自らの職務を全うすることを支援する研修を計画す

る。（教職員）

・中堅教職員が、リーダーとして学校運営のための調整力や推進力を身に付け

るような研修を計画する。（教職員）

【その他】

・新規採用予定者に対する研修については、実施成果の検証をもとに、より効

果的な研修となるよう検討を進める。また、採用前の学校体験についても受

け入れることができる仕組みの研究を進め、新規採用者が自信を持って、職

務に当たることができるよう支援する。（教職員）

・各経験段階別研修における社会体験研修については、「民間企業等における

体験を通しての視野の拡大」「キャリア教育推進やボランティア活動の重要

性への認識」などを目指し、教職員の負担に配慮しながら、より効果的な研

修を実施する。（教員）

・幼児児童生徒の異校種間の接続期において、学習指導及び特別支援教育等に

おける個に応じた指導などに対する的確な支援ができるよう、指導の系統

性・連続性を重視した研修を実施する。（教員）

・事務職員、学校栄養職員等に対する研修については、ニーズを分析し、関係

団体との連携を図りながら実施する。（事務職員、学校栄養職員等）
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(ｲ) 基礎力向上を図る研修と実践的指導力の発展を図る研修

基礎力向上を図る研修は、教職員が、自己の目標達成に向け、基礎的な知識

や技能の習得、振り返り等による指導力の向上を目指す研修である。

実践的指導力の発展を図る研修は、教職員が、自己の目標達成に向け、習得

した専門的な知識や技能の伸長、実践的指導力や課題解決力の向上を目指す研

修である。

・「基礎力向上を図る研修」と「実践的指導力の発展を図る研修」の改善・充

実を図り、個々の教職員の資質・能力やニーズに応えることができる研修を

系統的・体系的に整える。

・学習指導要領を踏まえ、各教科等の指導力の向上と学習活動における言語活

動の充実を図る。また、総合教育センターに教科等の指導主事が集中配置さ

れたことにより、生活、音楽、図画工作／美術、体育／保健体育、家庭／技

術・家庭、道徳、外国語活動／外国語、総合的な学習の時間及び特別活動等

についても、研修の改善・充実を図る。

・総合教育センターは、学校訪問指導の研修に生かすため、市町教育委員会、

教育研究団体、大学等と協力・連携し、研究の充実を図る。

ウ 特別研修の改善・充実

特別研修は、時代の変化に的確に対応した教育を推進するため、教職員を国内

外の学校・研究機関・民間企業等に派遣するなどして、幅広い識見や教養を身に

付けることを図る研修である。

・学校教育を推進する教職員の養成に重点を置き、明確な課題を持って取り組め

る研修とする。

特別研修の例

・長期研修、実務研修 ・青年海外協力隊、日系社会青年ボランティア

・民間企業等長期派遣研修 ・在外教育施設派遣教員

・海外派遣研修 ・大学・大学院派遣、教職大学院派遣

専門研修の例

・学習指導に関する研修 ・マネジメントに関する研修

・特別支援教育に関する研修 ・生涯学習推進に関する研修

・教育の情報化に関する研修 ・行政職に関する研修

・キャリア教育に関する研修 ・各種専門的な指導に関する研修

・生徒指導・教育相談に関する研修

- 56 -



26

(ｲ) 職務別研修

職務別研修は、校長・准校長・副校長・教頭・部主事・主幹教諭・事務長・

統括事務主幹・事務主幹・各種主任等の職務を遂行する上で、必要な専門的知

識・技術等の向上を図る研修である。

【管理職研修】

・総合的な学校経営力を高めるために、管理職に必要な学校管理運営、危機管

理、学校組織マネジメント、教育指導上の課題等についての研修の改善・充

実を図る。

・教職員人事評価制度に対応した評価者研修を通して、評価の客観性、信頼性

の確保及び評価者の評価能力の維持・向上を図る。

【各種主任等研修】

・学校が抱える課題を教職員が解決していくために、組織の一員として積極的

に学校運営に参画する意識、課題を把握し改善していく力、企画・立案する

力等を、今まで以上に身に付けられる研修を実施する。また、それぞれの職

務や経験段階に応じたマネジメント力を段階的に身に付けていけるような体

系的な研修プログラムを設定する。

【行政職員等研修】

・学校経営を支える職員として、職務に応じた専門性を高めるとともに、マネ

ジメント力の向上を図る研修を計画・実施する。

・どの職種も１校あたりの職員が少ないため、限られた研修数で大きな効果が

得られるような内容とする。

イ 専門研修の改善・充実

(ｱ) 課題別研修

課題別研修は、教職員が、社会の変化などに伴い生じてきた様々な教育課題

に積極的・主体的に対応するために、時代が求める新たな資質・能力を身に付

ける研修である。

・総合教育センターは、新たな課題に迅速に対応しながら、常に新しい知識や

技能が提供できる研修プログラムを計画する。また、今後も大学、医療機関、

ＮＰＯ、民間企業等と連携しながら、講師を招聘することにより、内容の専

門性を高め、質の向上を図る。

・関係行政機関や管理職は、教職員が研修で得た今日的課題の解決方法等の成

果を、学校にとどまらず、家庭や地域社会に還元するよう努める。
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２ 効果的な研修の取組

(1) 研修評価システムの活用

・研修の目的と目標を明確に設定し、研修内容の妥当性や研修方法の有効性を評価

しやすいものとする。

・研修受講者のアンケート調査等から目標達成度及び内容満足度を把握し、研修内

容等の改善・充実を図る。

・研修受講者の行動変容度・実践活用度及び児童生徒・学校全体に与えた成果等に

関する追跡調査について、更に研究を進め、既存の研修評価の方法等を見直し、

次年度の研修計画に反映できるようにする。

・総合教育センターにおける全体研修と所属校における授業実践等を組み合わせた

研修方法等を検証し、研修成果を確実に把握する。

(2) 研修の精選・充実と研修参加環境の整備

【研修の精選・充実】

・目的の達成や計画期間の終了に伴う廃止や統合により研修数を削減するとともに、

新規の立ち上げを必要最小限にとどめる。

・社会の変化に弾力的に対応し、日常の教育実践や新たな教育課題と結び付いた効

果的な研修内容となるようにする。

・研修の精選・充実に関する観点は以下のとおりである。

【研修参加環境の整備】

・教職員が研修に参加しやすい環境をつくるために、要請訪問・学校等支援研修を

はじめ、様々な研修の時期、場所、希望する内容や数、講演の聴講条件、公開講

座の内容などを改善する。

・総合教育センターの研修一覧、内容等を掲載した研修ガイドブックを広く配布す

るとともに、インターネット上での公開を充実させる。

・学校が各種研修を効果的に活用できるように、総合教育センター指導主事の学校

訪問等の機会に、積極的に情報提供を行う。

・優れた学習指導案について、校種・教科・単元ごとの収集に努め、教育総合ネッ

トワークシステムやインターネット等で公開する。また、総合教育センター等で

実施される研修で作成した資料及び効果的な校内研修等を展開している学校の事

例等についても、積極的に情報提供する。

・近隣の学校や校種を越えた学校の教職員が共に研修を進めることができる体制づ

くりを、関係行政機関や学校と連携して進める。

○静岡県の教職員の資質・能力の向上を図ること

○学校や教職員のニーズに応えること

○今日的課題等に応えること

○教職員が子どもと向き合う時間を確保すること
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(3) 研修実績の活用

・経験段階別研修（初任者研修等）及び一部の特別研修（文部科学省主催研修等）

の研修履歴については、人事給与システムにおいて、一元的に管理を継続する。

なお、人事給与システムにおいて記録しない研修については、各研修実施機関で

その履歴を保管する。

・教職員が、自分の受けてきた研修内容や履歴を個別に記録し、その成果を今後の

研修計画に生かすための仕組みを研究する。

(4) 指導主事の育成

・研修を充実させるためには、研修を担う者の資質・能力の向上のためのシステム

を構築する必要がある。

・県教育委員会事務局、総合教育センター等の教育機関、市町教育委員会事務局の

それぞれに所属する指導主事を対象にした資質向上のための研修を検討する。

・各機関における指導主事育成のためのプログラムを改善・充実させるとともに、

共有できる内容については所属を越えた研修の実施を図る。

・充実期以降の各種研修の中で指導主事育成に係る研修内容を意図的に設定する。

・国の研修の活用、大学との交流などの充実を図ることを検討する。
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新教職大学院の３ポリシー 

 

１ ディプロマ・ポリシー 

  

学校や地域の教育リーダーとして活躍できる高度な専門的職業人としての教員の養成を目的とし

て，教育に対する使命感や倫理観等の教育的素養を高めるとともに，理論知と実践知とを往還・融

合する新しい知識体系の構築に取り組み，教科の専門性や学習理論等に基づく授業力，教育心理学

や臨床心理学等を踏まえた子ども理解に基づく生徒指導・支援力，現代的な教育課題に対応する教

育課題対応力，学級や学校組織の協働化・活性化を図る学校改善リーダーシップに基づく高度な実

践的指導力を身につけている者に教職修士（専門職）の学位を授与する。 

 

 

２ カリキュラム・ポリシー 

  

教育活動に積極的に取り組み，将来的に様々な教育分野でリーダー的役割を担うことのできる新

人・若手教員，及び専門研修リーダーなど学校や地域の教育リーダーとして活躍できる高度な実践

的指導力を備えた中核的な中堅教員の養成を目的として設計されたカリキュラムに基づいて，下記

の科目区分のもと合計 46 単位以上を履修する。 

1．教育に対する使命感・倫理観の教育的素養を高めるとともに，授業力，生徒指導・支援力，

教育課題対応力，学校改善リーダーシップの資質・能力に関わる最新の教育動向等について

の理解を深め，基盤的学力を身につけることを目指す「共通科目」（9 科目 18 単位） 
2．授業力，生徒指導・支援力，教育課題対応力，学校改善リーダーシップのいずれかに関わる

専門分野に重点をおいて学びを深め，高度な実践的指導力を育成・向上することを目指す

「分野科目」（7 科目 14 単位以上） 
3．個人が分野に関わる問題関心に基づいた教育課題を設定し探究することを目指す「課題研

究」（2 科目 4 単位） 
4．「理論と実践の往還」を強く意識して「共通科目」，「分野科目」，「課題研究」での学びと連

動させながら，高度な実践的指導力をより一層高めるとともに，専門分野に関わるリーダー

として活躍できる教員の養成をねらいとする「実習科目」（3 科目 10 単位） 
その上で，各分野に関わる実践的研究に専任教員の支援を受けて取り組み，その成果を報告書の形

で提出する。 
 

 

３ アドミッション・ポリシー 

 

 学部卒等大学院生については，「教員としての基礎的・基本的な資質能力を身につけていることに加

え，他者と協働する力を備えていること」を，一定の教職経験を有し修了後に中核的中堅教員とし

て活躍が期待できる現職大学院生については，「本専攻で学習する目的とねらいが明確であり，豊か

な教科指導・生徒指導の実践経験を有していること」を求めています。また，学部卒等大学院生・

現職大学院生双方に共通して，授業力，生徒指導力，教育課題対応力や学校改善リーダーシップの

基礎となる理論と実践を往還させて，教育課題・組織課題を解決していく高度な実践的指導力を育

成・向上したい人を求めています。 
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